
お住いの市区町村窓口等で速やかに再発行手続き
をお願いします。

（※1 有効期限満了日が属する月の月末から3カ月間）

（※1)

電子証明書の有効期限の２～３カ月前を目途に、
「有効期限通知書」の封書が届きます。
お住まいの市区町村窓口等で速やかに更新手続きを
お願いします。

電子証明書の更新手続きは
「3カ月前」から可能です。

■POINT

電子証明書の有効期限切れから３カ月間は（※１）
引き続きマイナ保険証で受診できます。

■POINT

再発行手続き後、
ご自身で、再度、「マイナ保
険証の利用登録」が
必要です。

「マイナ保険証の利用
登録」は自動的に解除
されます。


	スライド 2

